
・ 校内委員会の運営（ケース会議の実施 等）に係る助言

・ 対象生徒の実態把握に係る助言

・ 対象生徒の指導・支援方針の検討に係る助言

・ 対象生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用、評価に係る助言

・ 対象生徒の進路指導に関する支援

・ 対象生徒の相談・支援に係る教職員研修の支援（校内研修会の実施 等）

・ 教育専門監（特別支援教育担当）

・ 特別支援学校教職員

（地域支援担当教員、進路指導担当教員 等）

・ 発達障害者支援センター職員 ・ 障害者就業・生活支援センター職員

・ ハローワーク（公共職業安定所）職員 ・ 秋田障害者職業センター職員

相談のニーズに応じてチームを

編制し対応します。

高等学校特別支援チームは、高等学校において､特別な支援を必要とする生徒の指導・支援

の充実に向けて､校内支援体制の機能向上を図ることを目的に､教育、医療、福祉、労働関係者

がチームを組みサポートします。

① 事務局校へ電話にて相談依頼をしてください。

② 事務局が依頼内容を確認し､訪問日程等を調整・決定いたします。

③ 事務局校へ派遣依頼の文書を送付してください。

※ 派遣依頼の様式は、事務局校のホームページを参照ください。

主な構成メンバー

相談・支援の内容

申込み手続き

事務局（県南地区）

県立横手支援学校

電話番号 ０１８２－３３－４１６７（高等部）
ホームページアドレス

http://www.yokote-s.akita-pref.ed.jp/


